
防災移転支援事業（居住誘導区域等権利設定等促進事業）

１ 移転の企画・コーディネート

住民

移転の実施

権利の移転

公告により複数の権利が
一括で移転します。

税制特例の申請３

特例適用の申告

税制証明申請書を作成し申告します。

減税の適用

候補地の選定

危ないエリア（移転元）、より安全な
エリア（移転先）を提案します。

市町村

※固定資産税情報等の活用が可能です。

計画書の作成・公告

※移転者の氏名、移転元の住所、移転先の住所、移転する権利の種類（所有権、地上権・賃借権の別）等 を記載します。

※移転元は災害ハザードエリア、移転先は安全な誘導区域に限ります。

登記

一括で登記が可能なため、
移転者に代わり登記が行えます。

？

同意を得た内容(※)を計画書に
記載し、計画を公告します。

移転者・地権者など、関係者
全員で同意します。

関係者の同意

移転の発意

※まちづくりの観点を踏まえた提案も可能です。

２

登録免許税等が軽減されます。

制度フロー

税制特例の概要

災害ハザードエリア（災害レッドゾーン、浸水ハザードエリア等）から安全な区域への
移転を促進するため、市町村がコーディネートして策定した防災移転支援計画に基づ
き施設又は住宅を移転する場合、移転先として取得する土地建物に係る税制上の特
例措置を講じる。

特例措置の内容

■登録免許税 【～令和８年３月３１日】

本則の１／２軽減 ＊所有権移転登記、地上権・賃借権設定登記

■不動産取得税 【～令和７年３月３１日】

課税標準から１／５控除

土砂災害特別警戒区域誘導区域（施設・住宅を集約化する区域）

浸水想定区域

災害レッドゾーン等からの移転(イメージ)

〇 災害ハザードエリアからの住宅又は施設の移転に対して、市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体
的な計画（都市再生特別措置法第109条の７）を作成し、手続きの代行等を行う。

○ 事業主体：立地適正化計画（都市再生特別措置法第81条）を作成している市町村
○ 対 象 : 災害ハザードエリアから居住誘導区域又は都市機能誘導区域に住宅又は施設を移転する場合
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【参考】災害ハザードエリアからの移転促進に関する支援事業

災害ハザードエリアから既存不適格住宅等の移転を行う者に対
し補助金を交付する地方公共団体に対して、交付金を交付
（交付率 国：1/2）

【予算】がけ地近接等危険住宅移転事業

災害ハザードエリアから都市機能誘導区域への病院・福祉施設
等の都市機能誘導施設を移転する市町村、民間事業者等に
対して補助金を交付（交付率 国：1/2）

【予算】都市構造再編集中支援事業

災害ハザードエリアから地域が一体となって行う住居の集団的移
転に対して、住宅団地の整備、住居の移転、移転元地の買取
等に対し事業費の一部を補助（補助率 国：3/4）

【予算】防災集団移転促進事業

【税制】防災移転支援事業
災害ハザードエリアから居住誘導区域又は都市機能誘導区域
への住宅又は施設の移転に対して、移転先として取得する土地
建物に係る税制上の特例を措置（登録免許税・不動産取得
税）

例 災害ハザードエリアから
居住誘導区域へ住宅を移転 災害ハザードエリアから居住誘導区域内への居住機能の移転

促進に向けた調査を支援
（補助率 国：1/2(上限500万円／年））

【予算】コンパクトシティ形成支援事業
例 災害ハザードエリアから
都市機能誘導区域へ施設

を移転
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